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(57)【要約】
【課題】動作等に影響を与える可能性のある要素を考慮
した電子機器を提供する。
【解決手段】電子機器は、位置を検出する検出部と、撮
像部を有する外部機器と通信し、前記検出部が検出した
前記位置に関する情報を前記外部機器に送信する通信部
と、前記通信部を介して前記外部機器を操作可能な操作
部と、を備え、前記操作部によって前記撮像部が取得し
た画像データと、前記検出部が検出した前記位置に関す
る情報と、は、前記操作部による操作に応じて前記外部
機器に記録される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置を検出する検出部と、
　撮像部を有する外部機器と通信し、前記検出部が検出した前記位置に関する情報を前記
外部機器に送信する通信部と、
　前記通信部を介して前記外部機器を操作可能な操作部と、を備え、
　前記操作部によって前記撮像部が取得した画像データと、前記検出部が検出した前記位
置に関する情報と、は、前記操作部による操作に応じて前記外部機器に記録される、
　電子機器。
【請求項２】
　前記位置に関する情報は、緯度又は経度に関する情報である、
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記通信部は、前記操作部による前記撮像部に対する指示を前記外部機器へ送信し、
　前記指示に基づいて前記撮像部が取得した前記画像データと、前記検出部が検出した前
記位置に関する情報と、は、前記操作部による操作に応じて前記外部機器に記録される、
　請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記通信部は、前記撮像部が取得した前記画像データを前記外部機器から受信可能であ
る、
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記操作部は、レリーズボタン又はタッチパネルである、
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　電池を備える請求項１から請求項５の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記検出部は、方位を検出可能であり、
　前記通信部は、前記方位に関する情報を前記外部機器に送信可能であり、
　前記画像データと前記方位に関する情報とは、前記操作部による操作に応じて前記外部
機器に記録される、
　請求項１から請求項６の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　電子機器が有するコンピュータに、
　検出部によって位置を検出し、
　撮像部を有する外部機器と通信して、前記撮像部に撮像を指示する情報を前記外部機器
に送信し、
　操作部による操作に応じて、前記検出部が検出した前記位置に関する情報を前記外部機
器に送信する、
　処理を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、分離可能な２つのユニットを有し、この２つのユニットを一体状態と分離状態と
で使用可能な撮影装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３６５２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の撮影装置は、装置の動作等に影響を与える可能性の
ある熱や磁気などの要素まで考慮されたものではなかった。
【０００５】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、動作等に影響を与える可能性のある
要素を考慮した電子機器及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、撮像素子で撮像した画像データを送信する第１の通信部と、前記
画像データに対して画像処理を行う第１の画像処理部と、を有する第１のユニットと、前
記第１の通信部から送信された前記画像データを受信する第２の通信部と、前記画像デー
タに対して画像処理を行う第２の画像処理部と、を有し、前記第１のユニットと一体の状
態及び前記第１のユニットから分離した状態の間で遷移可能な第２のユニットと、少なく
とも前記第１のユニットと前記第２のユニットとが分離した状態で、前記第１の画像処理
部と前記第２の画像処理部との一方を選択する選択部と、を備える。
【０００７】
　この場合において、前記選択部は、前記画像処理による熱の影響に応じて、前記第１の
画像処理部と前記第２の画像処理部との一方を選択することとしてもよい。また、この場
合において、前記第１のユニットは、前記第２のユニットを取り付けるための取り付け部
を有する第１の筐体を有し、前記取り付け部には、前記第１のユニットと前記第２のユニ
ットとが分離した状態で、少なくとも前記第１の画像処理部で発生する熱を放熱させる第
１の放熱部が設けられていることとしてもよい。
【０００８】
　また、前記選択部が、前記画像処理による熱の影響に応じて、前記第１の画像処理部と
前記第２の画像処理部との一方を選択する場合、前記第２のユニットは、前記第１のユニ
ットに取り付けられる部分を有する第２の筐体を有し、前記第２の筐体の前記取り付けら
れる部分以外の少なくとも一部に、前記第１のユニットと前記第２のユニットとが一体の
状態及び分離した状態で、少なくとも前記第２の画像処理部で発生する熱を放熱させる第
２の放熱部が設けられていることとしてもよい。
【０００９】
　また、前記選択部は、前記第１、第２のユニットのうち画像処理を行うことにより生じ
る熱の影響が少ない方のユニットの情報を保持していることとしてもよい。
【００１０】
　また、前記選択部は、前記第１のユニットと前記第２のユニットとが一体の状態では、
前記第２の画像処理部に前記画像処理を実行させ、前記第１のユニットと前記第２のユニ
ットとが分離した状態では、前記第１の画像処理部に前記画像処理を実行させることとし
てもよい。
【００１１】
　また、本発明の撮像装置は、前記第１のユニット用の第１の筐体と、前記第２のユニッ
ト用の第２の筐体と、を備えており、前記第１の筐体と前記第２の筐体の少なくとも一方
には、放熱用の開口部が設けられていてもよい。
【００１２】
　この場合において、前記第２の筐体に前記放熱用の開口部が設けられており、前記第２
の筐体のうち、前記第１のユニットと前記第２のユニットとが一体の状態及び分離した状
態のいずれにおいても外部に露出する部分に前記放熱用の開口部が設けられることとして
もよい。
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【００１３】
　本発明の撮像装置は、撮像素子を内部に格納し、金属部を有する第１の筐体を有する第
１のユニットと、磁気と電波との少なくとも一方を受ける電子部品を内部に格納し、少な
くとも一部に前記磁気と電波との少なくとも一方を通過させる非金属部を有する第２の筐
体を有し、前記第１のユニットと一体の状態で機能するとともに、前記第１のユニットと
分離した状態でも独立して機能する第２のユニットと、を備える。
【００１４】
　この場合において、前記金属部は、少なくとも前記撮像素子で発生した熱を放熱させる
こととしてもよい。また、前記第２のユニットは、表示部を有することとしてもよい。
【００１５】
　また、前記金属部が、少なくとも前記撮像素子で発生した熱を放熱させる場合、少なく
とも前記撮像素子で発生した熱を前記金属部に伝導させる伝導部材を備えることとしても
よい。この場合において、前記第１の筐体は、前記第２の筐体を取り付けるための取り付
け部を有し、前記伝導部材は、前記第１の筐体の前記取り付け部とは異なる箇所に接触し
、少なくとも前記撮像素子で発生した熱を伝導させることとしてもよい。
【００１６】
　また、前記電子部品は、地磁気を検出して方位を測定する方位センサを含むこととして
もよい。また、前記電子部品は、前記第２のユニットの外部から電波を受信して前記第２
のユニットの位置を測定するＧＰＳセンサを含むこととしてもよい。また、前記電子部品
は、ワイヤレス給電機構を含むこととしてもよい。
【００１７】
　本発明の撮像装置は、撮像素子を内部に格納し、少なくとも前記撮像素子で発生した熱
を放熱させる金属部を有する第１の筐体を有する第１のユニットと、電子部品を内部に格
納し、少なくとも一部に非金属部を有する第２の筐体を有し、前記第１のユニットと一体
の状態で機能するとともに、前記第１のユニットと分離した状態でも独立して機能する第
２のユニットと、を備える。
【００１８】
　本発明の撮像装置は、撮像素子で生成された画像データを送信する第１の通信部を有す
る第１のユニットと、前記第１の通信部から送信された前記画像データを受信する第２の
通信部と、前記第２の通信部で受信した画像データに対して画像処理を行う第１の画像処
理部と、を有し、前記第１のユニットと一体の状態と前記第１のユニットから分離した状
態との間で遷移可能な第２のユニットと、を備える。
【００１９】
　この場合において、撮像装置は、前記第１のユニット及び前記第２のユニットの少なく
とも一方における発熱に関する情報を取得する発熱情報取得部と、前記発熱情報取得部が
取得した情報に基づいて、前記第１の通信部から前記第２の通信部に対する前記画像デー
タの送信を制御する第１制御部と、を備えていてもよい。この場合において、前記発熱情
報取得部は、前記発熱に関する情報として前記第１の画像処理部又は前記第１の通信部と
前記第２の通信部の少なくとも一方の温度を取得し、前記第１制御部は、前記温度に基づ
いて、前記第１の通信部から前記第２の通信部に対する前記画像データの送信を制御する
こととしてもよい。
【００２０】
　また、撮像装置は、前記第１の画像処理部のデータ処理量を取得する処理量取得部と、
前記処理量取得部が取得したデータ処理量に基づいて、前記第１の通信部から前記第２の
通信部に対する前記画像データの送信を制御する第２制御部と、を備えていてもよい。
【００２１】
　また、前記第１の通信部及び前記第２の通信部は、無線通信及び有線通信が可能であり
、前記第１のユニットと前記第２のユニットが一体の状態では、前記第１の通信部及び前
記第２の通信部は、前記有線通信及び前記無線通信のいずれかを行い、前記第１のユニッ
トと前記第２のユニットが分離した状態では、前記第１の通信部及び前記第２の通信部は
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、前記無線通信を行うこととしてもよい。
【００２２】
　また、撮像装置は、前記第１のユニットと前記第２のユニットが分離した状態において
、前記無線通信の速度を検出する通信速度検出部と、前記無線通信の速度に基づいて、前
記第１の通信部から前記第２の通信部に対する前記画像データの送信を制御する第３制御
部と、を備えていてもよい。
【００２３】
　また、前記第１のユニットは、前記画像データに対して画像処理を行う第２の画像処理
部を有し、前記第２の画像処理部は、前記第１の通信部から前記第２の通信部へ送信され
ない画像データに対して画像処理を行うこととしてもよい。また、前記第１のユニットは
、前記第１の通信部から前記第２の通信部へ送信されない画像データを一時記憶する記憶
部を有することとしてもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、動作等に影響を与える可能性のある要素を考慮した電子機器及びプログラム
を提供できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１（ａ）は、第１の実施形態に係る撮像装置を背面側から見た状態を示す斜視
図であり、図１（ｂ）は、撮像装置を正面側から見た状態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１（ａ）、図１（ｂ）の撮像装置が分離した状態を示す図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る撮像装置（一体状態）の構成を示すブロック図で
ある。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る撮像装置（分離状態）の構成を示すブロック図で
ある。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る撮像装置の内部に設けられた放熱板を示す図であ
る。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る撮像装置の一部断面図である。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る撮像装置（分離状態）を示す斜視図である。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図９】図９は、第２の実施形態の撮像装置の処理を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、第３の実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、第３の実施形態の撮像装置の処理を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、第４の実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、第４の実施形態の撮像装置の処理を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、図１３のステップＳ６６の具体的処理を示すフローチャートである
。
【図１５】図１５（ａ）、図１５（ｂ）は、変形例（その１）を説明するための図である
。
【図１６】図１６（ａ）、図１６（ｂ）は、変形例（その２）を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
《第１の実施形態》
　以下、第１の実施形態に係る撮像装置について、図１（ａ）～図６に基づいて詳細に説
明する。図１（ａ）は、本第１の実施形態に係る撮像装置１ａを背面側から見た状態を示
す斜視図であり、図１（ｂ）は、撮像装置１ａを正面側から見た状態を示す斜視図である
。
【００２７】
　これらの図に示すように、撮像装置１ａは、第１のユニット１０ａと、第２のユニット
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１００ａと、を備える。第１のユニット１０ａと第２のユニット１００ａは、図１（ａ）
、図１（ｂ）に示すような一体の状態（一体状態）と、図２に示すような分離した状態（
分離状態）との間で遷移することができる。各ユニット１０ａ，１００ａが一体状態にあ
るときには、第１のユニット１０ａの取り付け部２５ａａに対して、第２のユニット１０
０ａが取り付けられるようになっている。
【００２８】
　以下、第１のユニット１０ａと第２のユニット１００ａの構成等について、説明する。
図３には、各ユニット１０ａ，１００ａ（一体状態にある場合）のブロック図が示されて
いる。また、図４には、各ユニット１０ａ，１００ａ（分離状態にある場合）のブロック
図が示されている。
【００２９】
（第１のユニット１０ａ）
　第１のユニット１０ａは、図３に示すように、制御部１１、撮影レンズ２０、レンズ駆
動部２１、撮像素子１２、Ａ／Ｄ変換部１３、画像処理部１４、操作部１５、ＲＡＭ１７
、ＲＯＭ１８、角速度センサ１９、電池２３、電源部２２、無線制御部１６、アンテナ２
４、及びコネクタ３３を備える。
【００３０】
　制御部１１は、ＣＰＵを有し、第１のユニット１０ａ内の各構成と接続され、第１のユ
ニット１０ａ全体の動作を制御する。本第１の実施形態において、制御部１１は、第１の
ユニット１０ａと第２のユニット１００ａが一体状態にあるか分離状態にあるかを認識し
て、それぞれの状態に応じた制御を行う。
【００３１】
　撮影レンズ２０は、例えば、ズームレンズやフォーカシングレンズを含む複数のレンズ
群で構成され、被写体像を撮像素子１２の撮像面に結像させる。なお、撮影レンズ２０は
、第１のユニット１０ａに対して交換可能であってもよい。撮影レンズ２０は、制御部１
１の制御の下、レンズ駆動部２１により駆動される。
【００３２】
　撮像素子１２は、受光素子が撮像面に二次元配列されたＣＭＯＳイメージセンサなどを
含み、アナログ画像信号を生成する。Ａ／Ｄ変換部１３は、撮像素子１２で生成されたア
ナログ画像信号をデジタル画像信号に変換して画像処理部１４に入力する。
【００３３】
　画像処理部１４は、Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタル画像信号のデータに対し
て各種の画像処理（色補間処理、階調変換処理、輪郭強調処理、ホワイトバランス調整処
理、画像圧縮処理、画像伸張処理など）を行う回路である。画像処理部１４の出力は、制
御部１１に入力される。
【００３４】
　ＲＡＭ１７は、制御部１１と接続され、制御部１１による処理における一時記憶領域と
して用いられるとともに、第１のユニット１０ａから第２のユニット１００ａに対してデ
ータを転送する際のバッファ領域として用いられる。
【００３５】
　ＲＯＭ１８は、例えば不揮発性の半導体メモリであり、制御部１１によって実行される
第１のユニット１０ａの制御プログラムや各種パラメータが記憶されている。さらに、Ｒ
ＯＭ１８には、画像処理部１４により生成された静止画、動画の各画像データ等が保存さ
れる。
【００３６】
　操作部１５は、複数の操作ボタンやスイッチを有し、ユーザからの各種操作を受け付け
る機能を有する。本第１の実施形態では、操作部１５は、レリーズスイッチ１５ａ、メニ
ューボタン１５ｂ、十字キー（マルチセレクター）１５ｃなどを有している。なお、操作
部１５は、ユーザが触れたことに応じて情報の入力操作を受け付けるタッチパネルを有し
ていてもよい。
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【００３７】
　角速度センサ１９は、第１のユニット１０ａに生じた角速度を検出するセンサである。
角速度センサ１９の検出値（角速度）は、制御部１１に入力される。制御部１１では、公
知の手ブレ補正技術により、角速度センサ１９で検出された角速度に基づいて撮影レンズ
２０の一部又は撮像素子１２を移動（シフト）させることで、手ブレ補正を行う。
【００３８】
　電池２３は、例えばリチウムイオン電池等の二次電池である。電池２３は、コネクタ３
３に接続されている。電源部２２は、電池２３と接続され、電池２３で生成された電圧を
制御部１１等の各部で使用される電圧に変換し、各部に供給する。
【００３９】
　無線制御部１６は、制御部１１と接続され、第２のユニット１００ａ等の外部機器との
アンテナ２４を介した無線通信の制御を行う。
【００４０】
　コネクタ３３は、制御部１１と接続されており、第１のユニット１０ａと第２のユニッ
ト１００ａが一体状態にある場合に、第２のユニット１００ａのコネクタ１３３と接続さ
れる。制御部１１は、コネクタ３３とコネクタ１３３が接続された場合に、各ユニット１
０ａ，１００ａが一体状態となったことを認識することができる。また、コネクタ３３と
コネクタ１３３が接続された状態では、制御部１１と第２のユニット１００ａの制御部１
０１との間のデータ送受信が可能となる。更に、コネクタ３３とコネクタ１３３が接続さ
れた状態では、電池２３と第２のユニット１００ａの電池１１３との間の電力のやり取り
が可能となる。
【００４１】
　本第１の実施形態では、第１のユニット１０ａの上記構成のうちの大部分が、第１の筐
体２５ａ内に格納されている。第１の筐体２５ａは、マグネシウムなどの金属を材料とし
、その内部には、図５において破線にて示すように、放熱板２６が設けられている。
【００４２】
　放熱板２６は、矩形状の板部材を２箇所で折り曲げた形状（略Ｕ字状）を有している。
なお、放熱板２６の平板状の部分それぞれを第１部分２６ａ、第２部分２６ｂ、第３部分
２６ｃと呼ぶものとする。放熱板２６の材料としては、熱伝導性の高い材料、例えば、ア
ルミ合金、ＳＵＳ（ステンレス）、銅合金、マグネシウム合金、亜鉛合金、グラファイト
シート等を採用することができる。また、放熱板２６は、図５の一部断面図である図６に
示すように、第２部分２６ｂ，第３部分２６ｃにおいて、第１の筐体２５ａの取り付け部
２５ａａ以外の部分に接触した状態となっている。放熱板２６は、第１部分２６ａにおい
て撮像素子１２を保持するとともに、画像処理部１４も保持している（図６では、画像処
理部１４については不図示）。
【００４３】
　本第１の実施形態では、撮像装置１ａの構成のうち撮像素子１２や画像処理部１４が、
特に多くの熱を発生させる部品であるが、これら撮像素子１２や画像処理部１４で発生し
た熱は、撮像素子１２の背面側から放熱板２６の第１部分２６ａに伝導し、さらに放熱板
２６内を伝導して、第２部分２６ｂと第３部分２６ｃに伝導するとともに金属製の第１の
筐体２５ａに伝導する。そして、第１の筐体２５ａの表面全体（特に取り付け部２５ａａ
以外の部分）から放熱されるようになっている。
【００４４】
　このように、第１のユニット１０ａでは、撮像素子１２及び画像処理部１４で発生した
熱を、第１の筐体２５ａの表面全体から効率よく放熱させることができる。これにより、
撮像素子１２や画像処理部１４の温度の上昇を抑制することができるので、熱ノイズの発
生、ひいては画質の低下を抑制することができる。また、本第１の実施形態では、放熱板
２６は、取り付け部２５ａａ以外の部分で第１の筐体２５ａと接触するため、取り付け部
２５ａａに第２のユニット１００ａが取り付けられた状態（図１（ａ）、図１（ｂ）に示
す一体状態）においても、第１の筐体２５ａの表面から効率よく放熱させることができる
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。また、第２のユニット１００ａに対する熱的な影響を低減させることができる。
【００４５】
（第２のユニット１００ａ）
　第２のユニット１００ａは、図３に示すように、制御部１０１、表示部１１０、表示駆
動部１０９、ＲＡＭ１０７、ＲＯＭ１０８、操作部１０５、タッチパネル１１５、方位セ
ンサ１０２、ＧＰＳモジュール１０３、受電コイル１１１、電池１１３、電源部１１２、
無線制御部１０６、アンテナ１１４、及びコネクタ１３３を有する。
【００４６】
　制御部１０１は、ＣＰＵを有し、第２のユニット１００ａ内の各構成と接続され、第２
のユニット１００ａ全体の動作を制御する。本第１の実施形態において、制御部１０１は
、各ユニット１０ａ，１００ａが一体状態にあるか分離状態にあるかを認識して、それぞ
れの状態に応じた制御を行う。
【００４７】
　表示部１１０は、液晶パネル、有機ＥＬパネル等を含み、画像や操作メニュー画面など
を表示するものである。表示部１１０は、制御部１０１による制御の下、表示駆動部１０
９により駆動される。
【００４８】
　操作部１０５は、ユーザによる各種操作を受け付けるものであり、図２に示すレリーズ
スイッチ１０５ａなどが含まれる。タッチパネル１１５は、表示部１１０の表面に設けら
れ、ユーザが触れたことに応じて情報の入力操作を受け付ける。
【００４９】
　ＲＡＭ１０７は、制御部１０１と接続され、制御部１０１による処理における一時記憶
領域等として用いられる。ＲＯＭ１０８は、例えば不揮発性の半導体メモリであり、制御
部１０１と接続され、制御部１０１によって実行される第２のユニット１００ａの制御プ
ログラムや各種パラメータが記憶されている。さらに、ＲＯＭ１０８には、第１のユニッ
ト１０ａから転送された静止画、動画の各画像データ等が保存される。
【００５０】
　方位センサ１０２は、第２のユニット１００ａの外部からの磁気（地磁気）を検出し、
第２のユニット１００ａの方位（第２のユニット１００ａの基準軸が指し示す方位）を求
めるものである。方位センサ１０２により求められた第２のユニット１００ａの方位の情
報は、表示部１１０に表示される。また、使用者による操作部１０５の操作（設定）に応
じて、方位の情報は、静止画、動画の各画像データ等とともにＲＯＭ１８やＲＯＭ１０８
等に保存される。
【００５１】
　ＧＰＳモジュール１０３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星からの電波を
受信するためのアンテナを含み、第２のユニット１００ａの位置情報（緯度、経度など）
を検出する。ＧＰＳモジュール１０３で検出された位置情報は、表示部１１０に表示され
る。また、使用者による操作部１０５の操作（設定）に応じて、位置情報は、静止画、動
画の各画像データ等とともにＲＯＭ１８やＲＯＭ１０８等に保存される。
【００５２】
　受電コイル１１１は、非接触給電方式（ワイヤレス給電方式）により、外部の送電コイ
ルからの磁束により起電力を生じて、電池１１３の充電を行う（電磁誘導方式）。なお、
ワイヤレス給電方式としては、上記電磁誘導方式のほか、電磁界共鳴方式や、電波方式を
採用することとしてもよい。
【００５３】
　電池１１３は、例えばリチウムイオン電池等の二次電池である。なお、電池１１３は、
コネクタ１３３に接続されており、コネクタ１３３及びコネクタ３３を介して、電池２３
に対して電力を供給する。電源部１１２は、電池１１３と接続され、電池１１３で生成さ
れた電圧を制御部１０１等の各部で使用される電圧に変換し、各部に供給する。
【００５４】
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　無線制御部１０６は、制御部１０１と接続され、第１のユニット１０ａ等の外部機器と
のアンテナ１１４を介した無線通信の制御を行う。
【００５５】
　コネクタ１３３は、制御部１０１と接続されており、前述のように、第１のユニット１
０ａと第２のユニット１００ａが一体状態にある場合に、第１のユニット１０ａのコネク
タ３３と接続される。
【００５６】
　本第１の実施形態では、第２のユニット１００ａの上記構成のうち、表示部１１０、操
作部１０５、タッチパネル１１５以外の構成が、第２の筐体１２５ａ（図２参照）内に格
納されている。ここで、第２の筐体１２５ａは、その少なくとも一部が樹脂等の非金属部
材により形成されている。これにより、第２の筐体１２５ａ内に方位センサ１０２やＧＰ
Ｓモジュール１０３、受電コイル１１１といった磁気や電波を受けて機能する電子部品を
収納しても、第２の筐体１２５ａによってそれらの電子部品の動作が妨げられるのを抑制
することができる。すなわち、上記電子部品を金属製の導電性の高い筐体内に収納した場
合に生じる、ＧＰＳモジュール１０３の電波受信感度の低下（ＧＰＳモジュール１０３近
傍に発生する磁束が筐体に吸収され、共振現象が妨げられることにより生じると考えられ
る）や、方位センサ１０２の感度の低下、受電コイル１１１による起電力の低下という事
態を回避することができる。なお、第２の筐体１２５ａの全てが樹脂等の非金属部材によ
り形成されていてもよいが、上記電子部品の近傍のみが樹脂等の非金属部材により形成さ
れていてもよい。
【００５７】
　なお、本第１の実施形態では、図１（ａ）、図１（ｂ）に示すように、第１のユニット
１０ａと第２のユニット１００ａとが一体状態にあるときには、各制御部１１，１０１の
協働により、一般的な撮像装置と同様の動作・処理が行われるようになっている。また、
第１のユニット１０ａと第２のユニット１００ａとが分離状態（図２、図４の状態）にあ
るときには、第１のユニット１０ａは、撮像処理を独立して行うことができる。また、分
離状態では、第２のユニット１００ａは、表示処理（ＲＯＭ１８，１０８に格納されてい
る静止画や動画のデータをユーザに閲覧させる処理）を独立して行うことができる。また
、分離状態では、第２のユニット１００ａは、第１のユニット１０ａのリモートコントロ
ーラとして、第１のユニット１０ａによる撮像の遠隔操作に用いることができる。なお、
分離状態におけるユニット１０ａ，１００ａ間のデータのやり取りは、無線制御部１６，
１０６が制御する（図４参照）。なお、制御部１１、１０１は、各ユニット１０ａ，１０
０ａが一体状態にあるか、分離状態にあるかの判断を、コネクタ３３，１３３が接続され
ているか否かにより行うことができる。ただし、これに限らず、一体状態であるか分離状
態であるかを、メカ的なスイッチやセンサ（ＩＣタグリーダなど）を用いて判断すること
としてもよい。
【００５８】
　以上、詳細に説明したように、本第１の実施形態によると、第１のユニット１０ａの第
１の筐体２５ａが、撮像素子１２や画像処理部１４で発生した熱を放熱させる金属部材に
より形成され、第２のユニット１００ａの第２の筐体１２５ａが、磁気や電波を受けて機
能する電子部品（１０２，１０３，１１１）を内部に格納し、少なくとも一部が磁気や電
波を通過させる非金属部材により形成されている。また、本第１の実施形態では、第２の
ユニット１００ａは、第１のユニット１０ａと一体の状態で機能するとともに、第１のユ
ニット１０ａと分離した状態でも独立して機能する。これにより、本第１の実施形態では
、第１のユニット１０ａ内における撮像素子１２や画像処理部１４で発生する熱による影
響を低減することができるとともに、第２のユニット１００ａ内に電子部品（１０２，１
０３，１１１）を設けることで、電子部品の機能を効果的に発揮させることができる。ま
た、一体状態でも分離状態でも機能する各ユニット１０ａ，１００ａに放熱のための機構
や電子部品を、動作等に影響を与える可能性のある要素を考慮して適切に配置することで
、ユーザの使い勝手を向上することができる。
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【００５９】
　また、本第１の実施形態では、第２のユニット１００ａが、表示部１１０を有している
ので、一体状態では、表示部１１０に撮像素子で撮像された画像を表示したり、スルー画
像（ライブビュー画像）を表示したりすることができる。また、分離状態では、表示部１
１０に撮像した画像を表示したり、第１のユニット１０ａを遠隔操作するための画像を表
示したりすることができる。
【００６０】
　また、本第１の実施形態では、第１のユニット１０ａが、撮像素子１２や画像処理部１
４で発生した熱を第１の筐体２５ａ（金属部分）に伝導させる放熱板２６を有している。
これにより、撮像素子１２や画像処理部１４で発生した熱を第１の筐体２５ａの金属部分
において効率的に放熱することができる。また、本実施形態では、放熱板２６は、第１の
筐体２５ａの取り付け部２５ａａとは異なる箇所に接触して、撮像素子１２や画像処理部
１４で発生した熱を第１の筐体２５ａ（金属部分）に伝導させる。これにより、第２のユ
ニット１００ａに対して撮像素子１２や画像処理部１４で発生した熱による影響が及ぶの
を抑制することができるとともに、各ユニット１０ａ，１００ａが一体状態にある場合で
も、効率よく放熱を行うことができる。
【００６１】
　なお、上記第１の実施形態では、放熱板２６に撮像素子１２及び画像処理部１４が設け
られている場合について説明したが、これに限られるものではない。例えば、放熱板２６
には、撮像素子１２のみが設けられてもよい。また、放熱板２６上に、撮像素子１２や画
像処理部１４以外の部品が設けられることとしてもよい。
【００６２】
　なお、上記第１の実施形態では、第１の筐体２５ａ内に放熱板２６を設ける場合につい
て説明したが、これに限られるものではない。例えば、撮像素子１２や画像処理部１４が
第１の筐体２５ａ（金属部分）に直接接触していてもよい。
【００６３】
　なお、上記第１の実施形態では、磁気や電波を受けて機能する電子部品として、方位セ
ンサ１０２、ＧＰＳモジュール１０３、受電コイル１１１を採用した場合について説明し
たが、その他の電子部品を採用することとしてもよい。
【００６４】
　なお、上記第１の実施形態で説明した方位センサ１０２、ＧＰＳモジュール１０３、受
電コイル１１１のうちの少なくとも１つを第１のユニット１０ａ内に設けることとしても
よい。この場合、第１の筐体２５ａの一部を樹脂等の非金属で形成することが好ましい。
【００６５】
　なお、上記第１の実施形態では、第１の筐体２５ａの全てが金属部材で形成されていて
もよいし、一部のみが金属部材で形成されていてもよい。また、第２の筐体１２５ａの全
てが非金属部材で形成されていてもよいし、一部のみが非金属部材で形成されていてもよ
い。
【００６６】
　なお、上記第１の実施形態では、一体状態にある場合に、電池２３と電池１１３とが接
続される場合について説明したが、これに限らず、電池２３と受電コイル１１１とが接続
されることで、電池２３の充電が行われることとしてもよい。
【００６７】
《第２の実施形態》
　次に、第２の実施形態に係る撮像装置について、図７～図９に基づいて説明する。図７
は、第２の実施形態に係る撮像装置１ｂ（分離状態）を示す斜視図である。また、図８は
、撮像装置１ｂの構成を示すブロック図である。
【００６８】
　図７、図８に示すように、本第２の実施形態では、撮像装置１ｂは、第１のユニット１
０ｂと、第２のユニット１００ｂと、を備える。なお、図８と図３を比較すると分かるよ
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うに、本第２の実施形態では、第２のユニット１００ｂが画像処理部１０４（太線部分参
照）を有している。また、図７と図２とを比較すると分かるように、本第２の実施形態で
は、第１のユニット１０ｂの第１の筐体２５ｂの取り付け部２５ｂａにスリット状の放熱
用開口４０が複数設けられ、第２のユニット１００ｂの第２の筐体１２５ｂにスリット状
の放熱用開口１４０が複数設けられている。その他の構成については、上記第１の実施形
態と同様である。なお、本第２の実施形態では、第１の筐体２５ｂ内に第１の実施形態で
説明した放熱板２６が設けられていてもよいし、設けられていなくてもよい。
【００６９】
　画像処理部１０４は、第１の実施形態で説明した画像処理部１４と同様、デジタル画像
信号に対して各種の画像処理（色補間処理、階調変換処理、輪郭強調処理、ホワイトバラ
ンス調整処理、画像圧縮処理、画像伸張処理など）を行う回路である。画像処理部１０４
は、制御部１０１と接続されている。
【００７０】
　放熱用開口４０は、各ユニット１０ｂ，１００ｂが分離状態の場合に、効率よく第１の
筐体２５ｂ内で発生した熱（撮像素子１２や画像処理部１４で発生した熱）を外部に放熱
する（一体状態では、第２のユニット１００ｂによって放熱用開口４０が塞がれるため分
離状態よりも放熱効率は低い）。また、放熱用開口１４０は、各ユニット１０ｂ，１００
ｂが一体状態及び分離状態のいずれにおいても同等の効率で第２の筐体１２５ｂ内で発生
した熱（画像処理部１０４で発生した熱）を放熱する。
【００７１】
　次に、第２の実施形態の撮像装置１ｂの処理（制御部１１，１０１の処理）について、
図９のフローチャートに沿って詳細に説明する。
【００７２】
　図９の処理では、まず、ステップＳ１０において、制御部１１及び制御部１０１は、ユ
ーザからの撮像指示があるまで待機する。この場合のユーザからの撮像指示には、レリー
ズスイッチ１５ａ又はレリーズスイッチ１０５ａがユーザによって押されることによる撮
像指示や、タッチパネル１１５の操作によるユーザからの撮像指示が含まれる。なお、制
御部１０１が撮像指示を受けた場合には、当該撮像指示を制御部１１に対して送信する。
この場合、各ユニット１０ｂ，１００ｂが一体状態であればコネクタ３３，１３３を介し
て撮像指示が送信される。一方、各ユニット１０ｂ，１００ｂが分離状態であれば、無線
制御部１０６，１６により、撮像指示が送信される。ユーザからの撮像指示があった場合
には、ステップＳ１１に移行する。
【００７３】
　ステップＳ１１に移行すると、制御部１１は、撮影レンズ２０や撮像素子１２を用いた
撮像を実行（開始）する。そして、制御部１１は、撮像素子１２により生成されたアナロ
グ画像信号を、Ａ／Ｄ変換部１３でデジタル画像信号に変換し、当該デジタル画像信号を
取得する。なお、制御部１１が取得したデジタル画像信号のデータは、画像処理が行われ
る前の生データ（ＲＡＷファイル）である。
【００７４】
　次いで、ステップＳ１２では、制御部１１は、各ユニット１０ｂ，１００ｂが一体状態
であるか否かを判断する。ここでの判断が肯定された場合には、ステップＳ１４に移行す
る。ステップＳ１４では、制御部１１は、ステップＳ１１で取得したデジタル画像信号の
データをコネクタ３３及びコネクタ１３３を介して、第２のユニット１００ｂの制御部１
０１に対して送信する。そして、制御部１０１は、デジタル画像信号のデータを画像処理
部１０４に送信する。この場合、画像処理部１０４は、デジタル画像信号のデータに対し
て各種の画像処理（色補間処理、階調変換処理、輪郭強調処理、ホワイトバランス調整処
理、画像圧縮処理、画像伸張処理など）を行う。なお、各種画像処理が実行された画像デ
ータは、制御部１０１を介して、ＲＯＭ１０８に保存される。なお、各ユニット１０ｂ，
１００ｂが一体状態にある場合に、第２のユニット１００ｂの画像処理部１０４で画像処
理を行うこととしているのは、一体状態では、第１のユニット１０ｂの放熱用開口４０が
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第２のユニット１００ｂに塞がれてしまうため、第１のユニット１０ｂの画像処理部１４
で画像処理を行うと第１のユニット１０ｂが熱的な影響を受ける可能性があるからである
。
【００７５】
　一方、ステップＳ１２の判断が否定された場合、すなわち、各ユニット１０ｂ，１００
ｂが分離状態にある場合には、ステップＳ１６に移行する。ステップＳ１６に移行すると
、制御部１１は、撮像装置の機種ごとに予め特定されている、分離状態で画像処理を行っ
た場合における熱の影響が少ないほうのユニットを抽出する。ここで、ＲＯＭ１８等には
、予め、第１のユニット１０ｂと第２のユニット１００ｂのいずれが画像処理による熱の
影響が少ないかのデータが格納されているものとし、ステップＳ１６では、制御部１１は
、ＲＯＭ１８等に格納されているデータを読み出すものとする。なお、当該データは、撮
像装置の設計段階、製造段階等において行われる実験やシミュレーションによって生成さ
れ、ＲＯＭ１８等に格納されているものとする。なお、画像処理による熱には、画像処理
部１４，１０４による画像処理で発生する熱のほか、無線制御部１６，１０６による無線
通信で発生する熱など、画像処理に付随する処理で発生する熱も含まれる。
【００７６】
　次いで、ステップＳ１８では、分離状態において、画像処理による熱の影響が少ないの
が第１のユニット１０ｂであったか否かを判断する。ここでの判断が否定された場合には
、ステップＳ１４に移行し、上述したように、第２のユニット１００ｂの画像処理部１０
１で画像処理を実行する。一方、ステップＳ１８の判断が肯定された場合、すなわち、分
離状態において、画像処理による熱の影響が少ないのが第１のユニット１０ｂであった場
合には、制御部１１は、ステップＳ２０に移行する。
【００７７】
　ステップＳ２０では、制御部１１は、第１のユニット１０ｂの画像処理部１４を用いて
、デジタル画像信号のデータに対して各種の画像処理（色補間処理、階調変換処理、輪郭
強調処理、ホワイトバランス調整処理、画像圧縮処理、画像伸張処理など）を実行する。
この場合、制御部１１は、画像処理後の画像データを、ＲＯＭ１８に保存する。
【００７８】
　その後は、撮像装置１ｂの電源がオフされるまで、図９の処理を繰り返す。
【００７９】
　以上、詳細に説明したように、本第２の実施形態によると、第１のユニット１０ｂの制
御部１１は、第１のユニット１０ｂと第２のユニット１００ｂとが分離状態にあるときに
、画像処理による熱の影響に応じて画像処理に用いる画像処理部を画像処理部１４，１０
４のいずれかから選択する（Ｓ１８）。これにより、本第２の実施形態では、分離状態に
おいて、熱の影響が少ないほうのユニットが有する画像処理部を用いて、画像処理を行う
ことができるので、熱による各ユニットの劣化や画質の低下を効果的に抑制することがで
きる。
【００８０】
　また、本第２の実施形態では、第１の筐体２５ｂの取り付け部２５ｂａに、各ユニット
１０ｂ，１００ｂが分離状態にあるときに、第１のユニット１０ｂが有する画像処理部１
４で発生する熱を放熱させる放熱用開口４０が設けられている。これにより、分離状態で
画像処理部１４による画像処理を行っても放熱効果により熱による影響を低減することが
できるとともに、制御部１１から制御部１０１に対して画像データを無線通信する必要が
なくなるため、効率的である。
【００８１】
　また、本第２の実施形態では、第２の筐体１２５ｂのうち、第１の筐体２５ｂに取り付
けられる部分以外の一部に、放熱用開口１４０が設けられている。これにより、一体状態
及び分離状態のいずれにおいても、画像処理部１０４により発生する熱を効果的に放熱す
ることができる。
【００８２】
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　また、本第２の実施形態では、ＲＯＭ１８等において、機種ごとに定められた、第１、
第２のユニットのうち画像処理を行うことにより生じる熱の影響が少ない方のユニットの
情報を保持しているので、制御部１１は、分離状態において、画像処理部１４，１０４の
いずれを用いるべきかを適切に判断することができる。
【００８３】
　なお、上記第２の実施形態では、分離状態において、熱の影響が少ないほうのユニット
が有する画像処理部１４，１０４を用いた画像処理を行う場合について説明したが、これ
に限られるものではない。例えば、一体状態では、放熱用開口４０が第２のユニット１０
０ｂに塞がれた状態となっているので、第２のユニット１００ｂの画像処理部１０４を用
いて画像処理を行い、分離状態では、第２のユニット１００ｂによって放熱用開口４０が
塞がれていないので、第１のユニット１０ｂの画像処理部１４を用いて画像処理を行うよ
うにしてもよい。このようにすることで、画像処理によって発生する熱を効率的に放熱す
ることができるとともに、画像データをコネクタ３３，１３３を介して有線にて行うこと
ができるので、送信面においても効率的である。
【００８４】
　なお、上記第２の実施形態では、放熱用開口４０を第１の筐体２５ｂの取り付け部２５
ｂａに設ける場合について説明したが、これに限られるものではない。放熱用開口４０は
、取り付け部２５ｂａ以外の位置に設けられてもよい。
【００８５】
　また、上記第２の実施形態では、第１の筐体２５ａ内で発生した熱を放熱するために放
熱用開口４０を設ける場合について説明したが、これに代えて又はこれとともに、放熱フ
ィン、放熱板、ペルチェ素子等を設けることとしてもよい。なお、第２の筐体１２５ｂの
放熱用開口１４０についても、同様である。
【００８６】
　なお、上記第２の実施形態では、第１の実施形態と同様、第２のユニット１００ｂが、
方位センサ１０２、ＧＰＳモジュール１０３、受電コイル１１１を有する場合について説
明したが、これらの少なくとも一部を省略することとしてもよい。
【００８７】
《第３の実施形態》
　次に、第３の実施形態について、図１０、図１１に基づいて詳細に説明する。図１０は
、第３の実施形態に係る撮像装置１ｃの構成を示すブロック図である。
【００８８】
　図１０に示すように、撮像装置１ｃは、第１のユニット１０ｃと、第２のユニット１０
０ｃとを備えている。第１のユニット１０ｃにおいては、図１０と図３（第１の実施形態
）とを比較すると分かるように、第１のユニット１０ａが有していた画像処理部１４が省
略されている。一方、第２のユニット１００ｃは、図１０と図３とを比較すると分かるよ
うに、画像処理部１０４を有している。なお、画像処理部１０４は、第２の実施形態の第
２のユニット１００ｂが有する画像処理部１０４と同一の画像処理部である。
【００８９】
　次に、本第３の実施形態の撮像装置１ｃの処理（制御部１１，１０１の処理）について
、図１１のフローチャートに沿って説明する。
【００９０】
　図１１の処理では、まず、ステップＳ３０において、図９のステップＳ１０と同様、制
御部１１及び制御部１０１は、ユーザからの撮像指示があるまで待機する。なお、制御部
１０１が撮像指示を受けた場合には、当該撮像指示を制御部１１に対して送信する。ユー
ザからの撮像指示があった場合には、ステップＳ３１に移行する。
【００９１】
　ステップＳ３１に移行すると、制御部１１は、図９のステップＳ１１と同様、撮影レン
ズ２０や撮像素子１２を用いた撮像を実行（開始）する。この場合、制御部１１は、画像
処理が行われる前の静止画または動画の生データ（ＲＡＷファイル）を、デジタル画像信
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号のデータとして取得する。
【００９２】
　次いで、ステップＳ３２では、制御部１１は、図９のステップＳ１２と同様、各ユニッ
ト１０ｃ，１００ｃが一体状態であるか否かを判断する。ここでの判断が肯定された場合
には、ステップＳ３４に移行する。ステップＳ３４では、制御部１１は、ステップＳ３１
で取得したデジタル画像信号のデータをコネクタ３３及びコネクタ１３３を介して、第２
のユニット１００ｃの制御部１０１に対して送信する。次いで、ステップＳ３６では、制
御部１０１が、第２のユニットの画像処理部１０４を用いて、各種画像処理を実行する。
なお、各種画像処理が実行された画像データは、制御部１０１により、ＲＯＭ１０８に保
存される。
【００９３】
　一方、ステップＳ３２の判断が否定された場合、すなわち、分離状態にある場合には、
ステップＳ３８に移行し、制御部１１は、無線制御部１６に問い合わせることで、現在の
無線速度が規定値以上であるか否かを判断する。なお、「無線通信速度の規定値」とは、
所定の時間内にデジタル画像データを通信することができる速度をいう。この所定の時間
は、デジタル画像データのファイルサイズ等によって異なるものとする。
【００９４】
　ステップＳ３８の判断が肯定された場合、すなわち、無線速度が十分速い場合には、ス
テップＳ４０に移行し、制御部１１は、ステップＳ３１で取得したデジタル画像信号のデ
ータを、無線制御部１６、アンテナ２４、無線制御部１０６及びアンテナ１１４を用いた
無線通信により、第２のユニット１００ｃの制御部１０１に対して送信する。その後は、
ステップＳ３６が上記と同様に実行される。
【００９５】
　これに対し、ステップＳ３８の判断が否定された場合、すなわち、無線速度が規定値未
満である場合には、ステップＳ４２に移行する。ステップＳ４２では、制御部１１は、ス
テップＳ３１で取得したデジタル画像信号のデータをＲＡＭ１７又はＲＯＭ１８に一時的
に保存する。なお、ステップＳ４２の処理が終了した後は、ステップＳ３２に戻る。なお
、ステップＳ３２に戻った後に、分離状態が維持された状態で無線速度が規定値以上にな
った場合には、ステップＳ４０に移行し、制御部１１は、無線通信により、ＲＡＭ１７又
はＲＯＭ１８に一時的に保存しておいたデータを制御部１０１に対して送信する。また、
ステップＳ３２に戻った後に、分離状態から一体状態に遷移した場合には、ステップＳ３
４に移行し、制御部１１は、コネクタ３３，１３３を介して、ＲＡＭ１７又はＲＯＭ１８
に一時的に保存しておいたデータを制御部１０１に対して送信する。
【００９６】
　以上詳細に説明したように、本第３の実施形態によると、第１のユニット１０ｃと第２
のユニット１００ｃとが一体の状態と分離した状態とのいずれであっても、撮像素子１２
により生成された画像データが、第２のユニット１００ｃの画像処理部１０４において処
理される。これにより、撮像装置１ｃの全体において特に多くの熱を発生させる撮像素子
１２と画像処理部１０４とを別々のユニットに搭載することができるので、熱の発生源を
分離させることできる。これにより、撮像素子１２及び画像処理部１０４で発生した熱を
効率よく放熱させることができる。
【００９７】
　また、本第３の実施形態では、一体状態ではコネクタを介した有線通信を行い、分離状
態で無線通信を行うこととしているので、通信の効率を向上することができる。ただし、
これに限らず、一体状態でも無線通信を行うこととしてもよい。
【００９８】
　また、本第３の実施形態では、制御部１１が、無線通信の速度を検出し、当該無線通信
の速度に基づいて、画像データの送信を制御するので、適切かつ効率的な通信が可能とな
る。
【００９９】
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　また、本第３の実施形態では、第１のユニット１０ｃが、無線通信されない画像データ
を一時記憶するＲＡＭ１７又はＲＯＭ１８を有している。これにより、無線通信の速度が
遅く、画像データを制御部１０１に対して送信できなかった場合でも、画像データを一時
記憶しておくことで、無線通信の速度が回復した段階で、画像データを制御部１０１に送
信することが可能となる。
【０１００】
　なお、上記第３の実施形態では、静止画であっても動画であっても、図１１の処理を行
うことができるが、リアルタイム性を有する動画（ライブビュー画像など）とリアルタイ
ム性のない動画の処理を異ならせることとしてもよい。例えば、リアルタイム性のない画
像の場合であれば、図１１と同様の処理を行うが、リアルタイム性を有する画像の場合に
は、ステップＳ３８の判断が否定された場合に、画像データをＲＡＭ１７やＲＯＭ１８に
一時記憶せずに、破棄することとしてもよい。
【０１０１】
《第４の実施形態》
　次に、第４の実施形態について、図１２～図１４に基づいて詳細に説明する。図１２は
、第４の実施形態に係る撮像装置１ｄの構成を示すブロック図である。撮像装置１ｄは、
第１のユニット１０ｄと、第２のユニット１００ｄとを備える。
【０１０２】
　本第４の実施形態では、第１のユニット１０ｄが、温度センサ４２を有するとともに、
画像処理部１４を有している点が、第３の実施形態と異なる。また、本第４の実施形態で
は、第２のユニット１００ｄが、温度センサ１１６を有する点が、第３の実施形態と異な
る。
【０１０３】
　温度センサ４２は、画像処理部１４及び無線制御部１６の周辺に配置され、画像処理部
１４及び無線制御部１６の周辺温度を計測するセンサである。一方、温度センサ１１６は
、画像処理部１０４及び無線制御部１０６の周辺に配置され、画像処理部１０４及び無線
制御部１０６の周辺温度を計測するセンサである。なお、温度センサ４２は、制御部１１
に接続され、制御部１１は、制御部１０１に接続されている。
【０１０４】
　次に、本第４の実施形態の撮像装置１ｄの処理について、図１３、図１４に基づいて説
明する。図１３は、撮像装置１ｄの処理を示すフローチャートであり、図１４は、図１３
のステップＳ６６の具体的処理を示すフローチャートである。
【０１０５】
　図１３の処理では、まず、ステップＳ５０において、図９のステップＳ１０、図１１の
ステップＳ３０と同様、制御部１１及び制御部１０１は、ユーザからの撮像指示があるま
で待機する。なお、制御部１０１が撮像指示を受けた場合には、当該撮像指示を制御部１
１に対して送信する。ユーザからの撮像指示があった場合には、ステップＳ５１に移行す
る。
【０１０６】
　ステップＳ５１に移行すると、制御部１１は、図９のステップＳ１１、図１１のステッ
プＳ３１と同様、撮影レンズ２０や撮像素子１２を用いた撮像を実行（開始）する。この
場合、制御部１１は、画像処理が行われる前の生データ（ＲＡＷファイル）を、デジタル
画像信号のデータとして取得する。
【０１０７】
　次いで、ステップＳ５２では、制御部１１は、図９のステップＳ１２、図１１のステッ
プＳ３２と同様、各ユニット１０ｄ，１００ｄが一体状態であるか否かを判断する。ここ
での判断が肯定された場合には、ステップＳ５４に移行する。ステップＳ５４では、制御
部１１は、制御部１０１を介して第２のユニット１００ｄの温度センサ１１６によって計
測された画像処理部１０４の周囲温度が規定値以上であるか否かを判断する。ここでの判
断が肯定された場合には、ステップＳ５６に移行し、制御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１３か
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ら入力されたデジタル画像信号のデータの一部を、コネクタ３３とコネクタ１３３を介し
て、第２のユニット１００ｄの制御部１０１に送信する。例えば、デジタル画像信号のデ
ータが動画データである場合には、全撮像時間のうちの所定時間において撮像された動画
データを制御部１０１に送信する。また、例えば、デジタル画像信号のデータが静止画を
連写したデータである場合には、連写された全画像のうちの所定枚数のデータを制御部１
０１に送信する。
【０１０８】
　次いで、ステップＳ５８では、制御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタ
ル画像信号のデータのうち、制御部１０１に送信していないデータを第１のユニット１０
ｄの画像処理部１４に入力する。この場合、画像処理部１０４は、制御部１１の指示の下
、入力されたデジタル画像信号のデータに対して各種の画像処理を行う。そして、画像処
理部１４は、処理した画像データを制御部１１に入力する。なお、制御部１１は、画像処
理部１４において処理された画像データを、ＲＯＭ１８に保存する。
【０１０９】
　また、ステップＳ５８では、第２のユニット１００ｄの制御部１０１は、制御部１１か
ら入力されたデジタル画像信号のデータを画像処理部１０４に入力する。画像処理部１０
４は、画像処理部１４と同様に入力されたデジタル画像信号のデータに対して各種の画像
処理を行う。画像処理部１０４は、処理した画像データを制御部１０１に入力する。なお
、制御部１０１は、画像処理部１０４において処理された画像データを、ＲＯＭ１０８に
保存する。
【０１１０】
　ここで、ステップＳ５８においては、画像処理部１４及び画像処理部１０４の画像処理
が終了した後、それぞれの画像処理後のデータが、制御部１１又は制御部１０１に集約さ
れて一つにまとめられる。そして、まとめられた画像データは、ＲＯＭ１８又はＲＯＭ１
０８に保存されるようになっている。
【０１１１】
　なお、画像処理部１０４の周囲温度が規定値以上である場合、全てのデータの画像処理
を画像処理部１０４で行おうとすると、画像処理部１０４の温度が更に上昇し、誤った処
理が行われる可能性があるが、本実施形態では、ステップＳ５４における判断が肯定され
た場合に、画像処理部１４と画像処理部１０４とで分担して画像処理を行うようにしてい
るので、画像処理部１０４の負荷を減らし、温度上昇による誤処理等の発生を抑制するこ
とが可能となる。
【０１１２】
　なお、画像処理部１４と画像処理部１０４のそれぞれで行う画像処理の量は、画像処理
部１０４の周囲温度、第１のユニット１０ｄの温度センサ４２で計測した画像処理部１４
の周囲温度等に応じて決定することができる。
【０１１３】
　一方、ステップＳ５４の判断が否定された場合、すなわち、第２のユニット１００ｄの
画像処理部１０４の温度が規定値未満であった場合には、ステップＳ６０に移行する。ス
テップＳ６０では、制御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタル画像信号の
データに対する処理の量が規定値以上であるか否かを判断する。ここでの判断が肯定され
た場合には、ステップＳ５６、Ｓ５８を上記と同様に実行する。このように、デジタル画
像信号のデータに対する処理の量が規定値以上である場合に、画像処理部１４及び画像処
理部１０４で分担して画像処理を行うようにすることで、画像処理を速く行うこと（画像
処理時間を短縮すること）が可能となる。ここで、画像処理部１４と画像処理部１０４の
それぞれで行う画像処理の量は、前述した場合と同様に、画像処理部１０４の周囲温度及
び温度センサ４２で計測した画像処理部１４の周囲温度等に応じて決定することができる
。
【０１１４】
　ところで、ステップＳ６０の判断が否定された場合には、ステップＳ６２に移行し、制
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御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタル画像信号のデータを、コネクタ３
３，１３３を介して、第２のユニット１００ｄの制御部１０１に送信する。そして、次の
ステップＳ６４では、制御部１０１が、制御部１１から入力されたデジタル画像信号のデ
ータを、画像処理部１０４に入力する。画像処理部１０４は、制御部１１の指示の下、入
力されたデジタル画像信号のデータに対して各種の画像処理を行う。そして、画像処理部
１４は、処理した画像データを制御部１０１に入力する。なお、制御部１０１は、画像処
理部１４において処理された画像データを、ＲＯＭ１０８に保存する。本実施形態では、
温度的にも画像処理量的にも第２のユニット１００ｄの画像処理部１０４で処理して問題
ない場合に、画像処理部１０４を用いた画像処理を行う（ステップＳ６４）ので、多くの
熱を発生させる撮像素子１２とは異なるユニット（第２のユニット１００ｄ）内に配置さ
れた画像処理部１０４を用いた画像処理を行うことで、熱の発生源を分離させることでき
る。
【０１１５】
　次に、ステップＳ５２の判断が否定された場合の処理について、説明する。ステップＳ
５２の判断が否定された場合には、ステップＳ６６の分離状態処理を実行する。この分離
状態処理においては、図１４のフローチャートに沿った処理が実行される。
【０１１６】
　図１４の処理では、まず、ステップＳ７０において、無線通信速度が規定値以上か否か
を判断する。なお、「無線通信速度の規定値」とは、所定の時間内にデジタル画像データ
を通信することができる速度をいう。この所定の時間は、デジタル画像データのファイル
サイズ等によって異なる。このステップＳ７０における判断が否定された場合には、ステ
ップＳ８６に移行し、制御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタル画像信号
のデータを画像処理部１４に入力する。画像処理部１４は、入力されたデジタル画像信号
のデータに対して各種の画像処理を行う。そして、画像処理部１４は、処理した画像デー
タを制御部１１に入力する。なお、制御部１１は、画像処理部１４において処理された画
像データを、ＲＯＭ１８に保存する。その後は、図１４及び図１３の全処理を終了する。
【０１１７】
　一方、ステップＳ７０の判断が肯定された場合には、ステップＳ７２に移行し、制御部
１１は、第１、第２のユニット１０ｄ，１００ｄの無線制御部１６，１０６の温度が規定
値以上か否かを判断する。ここでの判断が否定された場合には、無線通信を行った場合に
無線制御部１６，１０６に熱的な負担がかかる可能性があるため、制御部１１は、ステッ
プＳ８６に移行し、上述したような画像処理部１４を用いた画像処理を実行する。その後
は、図１４、図１３の全処理を終了する。
【０１１８】
　これに対し、ステップＳ７２の判断が肯定された場合（無線通信を行ってもよい場合）
、ステップＳ７４に移行する。ステップＳ７４では、上述したステップＳ５４と同様の判
断（第２のユニット１００ｄの画像処理部１０４の温度が規定値以上か否かの判断）を実
行する。ステップＳ７４の判断が肯定された場合には、制御部１１は、無線通信により、
Ａ／Ｄ変換部１３から入力されたデジタル画像信号のデータの一部を、第２のユニット１
００ｄの制御部１０１に送信する。次いで、ステップＳ７８では、前述したステップＳ５
８と同様の処理（第１、第２のユニット１０ｄ，１００ｄの画像処理部１４，１０４で画
像処理を分担）を実行し、図１４、図１３の全処理を終了する。本実施形態では、ステッ
プＳ７４における判断が肯定された場合に、画像処理部１４と画像処理部１０４とで分担
して画像処理を行うようにしている（Ｓ７８）ので、画像処理部１０４の負荷を減らし、
温度上昇による誤処理等の発生を抑制することが可能となる。
【０１１９】
　また、ステップＳ７４の判断が否定された場合には、ステップＳ８０に移行し、ステッ
プＳ６０と同様の判断（画像処理量が規定値以上か否かの判断）を実行する。ここでの判
断が肯定された場合には、ステップＳ７６、Ｓ７８の処理を上記と同様に実行する。本実
施形態では、デジタル画像信号のデータに対する処理の量が規定値以上である場合に、画
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像処理部１４及び画像処理部１０４で分担して画像処理を行うようにすることで、画像処
理を速く行うこと（画像処理時間を短縮すること）が可能となる。一方、ステップＳ８０
の判断が否定された場合には、ステップＳ８２に移行し、制御部１１は、Ａ／Ｄ変換部１
３から入力されたデジタル画像信号のデータを、無線通信により、第２のユニット１００
ｄの制御部１０１に送信する。そして、次のステップＳ８４では、上述したステップＳ６
４と同様の処理（第２のユニット１００ｄの画像処理部１０４による画像処理）を実行し
、図１４、図１３の全処理を終了する。このように、本実施形態では、温度的にも画像処
理量的にも第２のユニット１００ｄの画像処理部１０４で処理して問題ない場合に、画像
処理部１０４を用いた画像処理を行う（Ｓ８４）ので、多くの熱を発生させる撮像素子１
２とは異なるユニット内に配置された画像処理部１０４を用いた画像処理を行うことで、
熱の発生源を分離させることできる。
【０１２０】
　以上、詳細に説明したように、本第４の実施形態によると、第１のユニット１０ｄと第
２のユニット１００ｄに温度センサ４２，１１６が設けられており、制御部１１は、温度
センサ４２，１１６の検出結果に基づいて、第１のユニット１０ｄから第２のユニット１
００ｄへの画像データの送信を制御する。これにより、本第４の実施形態では、各ユニッ
ト１０ｄ，１００ｄの温度（発熱）に応じていずれのユニットの画像処理部１４，１０４
で画像処理を行うかを決定することができる。したがって、画像処理における熱による影
響を低減することができる。
【０１２１】
　なお、上記第４の実施形態では、温度センサを第１、第２のユニット１０ｄ，１００ｄ
の両方に設ける場合について説明したが、これに限らず、温度センサは、ユニット１０ｄ
，１００ｄの少なくとも一方に設けられていればよい。この場合、温度センサの設け方に
応じて、図１３，図１４の処理の一部を変更するようにすればよい。また、上記第４の実
施形態では、第１のユニット１０ｄの温度センサ４２が画像処理部１４及び無線制御部１
６周辺の温度を検出する場合について説明したが、これに限らず、いずれか一方の周辺の
温度を検出することとしてもよい。また、上記第４の実施形態では、第２のユニット１０
０ｄの温度センサ１１６が無線制御部１０６及び画像処理部１０４周辺の温度を検出する
場合について説明したが、いずれか一方の周辺の温度を検出するようにしてもよい。この
場合においても、各温度センサ４２，１１６が検出する対象に応じて、図１３，図１４の
処理の一部を変更するようにすればよい。
【０１２２】
　なお、上記第４の実施形態では、第１のユニット１０ｄの画像処理部１４と、第２のユ
ニット１００ｄの画像処理部１０４とで画像処理を分担する場合に、例えば、画像処理部
１４では、スルー画像（ライブビュー画像）の画像処理を行い、画像処理部１０４では、
実際に撮像された画像の画像処理を行う、というような分担方法を採用してもよい。
【０１２３】
　なお、上記各実施形態では、第１、第２のユニットが、図１に示すような形状を有する
場合について説明したが、これに限られるものではない。例えば、撮像装置として、図１
５（ａ）、図１５（ｂ）に示すような形状を採用してもよい。図１５（ａ）の撮像装置１
ｅは、第１のユニット１０ｅと、第２のユニット１００ｅと、を備える。第２のユニット
１００ｅは、図１５（ｂ）に示すように、第１のユニット１０ｅから横方向にスライドさ
せることで、分離することができるようになっている。このような構成は、例えば、第２
のユニット１００ｅの表示部１１０’を、スマートフォンのように大面積とし、筐体を薄
型にする場合に有効である。また、図１６（ａ）、図１６（ｂ）に示すように、第２のユ
ニット１００ｆが第１のユニット１０ｆに対して上側にスライドするような構成の撮像装
置１ｆを採用することとしてもよい。この場合、一体状態では、図１６（ａ）に示すよう
に２つのレリーズスイッチが外部に露出した状態となるため、各レリーズスイッチに異な
る機能をもたせるようにしてもよい。例えば、一方のレリーズスイッチに、静止画の撮像
を指示するための機能を持たせ、他方のレリーズスイッチに、動画の撮像を指示するため
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の機能を持たせることとしてもよい。
【０１２４】
　なお、第２のユニット１００ｅ（１００ｆ）が第１のユニット１０ｅ（１０ｆ）に対し
てスライドする場合には、各ユニットが接触する面に凹凸を設けることとしてもよい。こ
のように凹凸を設け、各ユニット（筐体）の表面積を大きくすることで、放熱効率を向上
することができる。
【０１２５】
　なお、上記各実施形態及び変形例においては、第１のユニットにも表示部を設けること
としてもよい。この場合、表示部は、第１のユニットの取り付け部２５ａａに設けること
とすればよい。
【０１２６】
　なお、上記各実施形態及び変形例においては、第１のユニット又は第２のユニットに、
撮像した画像を壁面やスクリーンに投影することが可能なプロジェクタを設けることとし
てもよい。
【０１２７】
　なお、上記第１の実施形態で説明した構成（特に、方位センサ１０２、ＧＰＳモジュー
ル１０３、受電コイル１１１や、放熱板２６）と、第２の実施形態で説明した構成（特に
、放熱用開口４０，１４０）と、第３の実施形態で説明した構成（特に、第２のユニット
１００ｃにのみ画像処理部１０４を設ける構成）と、第４の実施形態で説明した構成（特
に、温度センサ４２，１１６）を適宜選択して組み合わせたり、一の実施形態から他の実
施形態の構成を省略したりすることとしてもよい。
【０１２８】
　上述した実施形態は本発明の好適な実施の例である。但し、これに限定されるものでは
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施可能である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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